
令和3年3月3 1日

厚生労働大臣殿

機関名 慶應義塾大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 長谷山監 租

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究挫の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

l.研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習間病対策総合研究事業

2.研究課題名 健康診査・保健指森における健診項目等の必要性、妥当性の 証、及び地域における健診実

施体制の検討のための研究

3.研究者名 （所属部局・職名）医学部・教授

（氏名・フリガナ） 岡村 智教・オカムうトモJリ

4.倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※ I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・迫伝子解析研究に閑する倫理指針 口 ． 口 口

迫伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※ 3) ． 口 ． 艇應義塾大学医学部 口

厄生労働省の所管する実施機関における動物実験等 口 ． 口 口の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 口 ■ ロ ロ

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に閑する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない垢合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）
(※2)未審査に楊合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に閑する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受罪 ■ 未受講口

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設四の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指郡・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有 ■ 無 □ （無の楊合はその理由：

有 ■ 無 □ （無の楊合は委託先機関：

有 ■ 無 □ （無の楊合はその理由：

有 □ 無 ■ （有の楊合はその内容：

・分担研究者の所屈する機閑の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 
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ては以下のとおりです。

l. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合 研究事業

2. 研究課題名 健康診査・保叶旨西における建診項目等の必 性、 ⇔当性の検唖、 及び地域における健診：

実施体制の検討のための研究

3. 研究者名 （所屈部局・

職

名） 大学院医学系研究科 教

（麟・ フリガナ）

4. 倫理審査の状況

磯博康 ・ イソ ヒロヤス

左記で該当がある場合のみ記入(※I)
該当性の有無

未審査（※
有 無 審査済み 審査した機関

2) 

ヒトゲノム ・ 迫伝子解析研究に関する倫理指針 ロ ． 口 口

迎伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※l)当該研究者が当該研一究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委貝会の審究が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針jに準拠する楊合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受購 ■ 未受講□

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無コ（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設骰の有無 有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ （無の褐合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指森・管理の有無 有 □ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院艮）

令和3年4月1 4日

機関名 国立大学法人し賀医科大学

所属研究機関長職 名学長  :fr· 
f 9,．,\, 

氏 名 上本伸ー'_ i印
・

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究野の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1.研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習恨病対策総合研究事業

2.研究課題名．健康診査・保健指導における健診項目等の必要性、⇔当性の 証、及び地域における健診

実施体制の検討のための研究

3.研究者名 （所属部局・職名） 医学部 教授

（氏名・フリガナ） 三浦克之

4.倫理審査の状況

該当性の有無

ミクラ カツユキ

左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・迫伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

迫伝子治療等臨床研究に閑する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に開する倫理指針(※3) ． 口 ． 滋賀医科大学 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． □ 口等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
口 ． □ 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委只会の審査が済んでいる楊合は、「審査済み」にチェッ
クし一 部若しくは全部の審査が完了していない揚合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する蝙合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 未受謂□

6.利益相反の管理

当研究機閑におけるCOIの管理に防する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設位の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

（招意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有 ■ 無 □ （無の楊合はその理由：

有 ■ 無口（無の坦合は委託先機関：

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 □ 無 ■ （有の場合はその内容：

・分担研究者の所屈する機腺の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



令和3年少月l�日
厚生労働大臣殿

国立研究開発法人
機関名 国立循環器病研究センタ―

所属研究機関長
氏： 1:）：長

�

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究黄の調査研究における、倫理審査状況及び利J；目反等の管理につい
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ては以下のとおりです。

l.研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

2.研究課題名 健康診査・保健指導における健診項目等の必要性、妥当性の検証、及び地域における健診

実施体制の検討のための研究

3.研究者名 （所属部局・職名）

（氏名・フリガナ）

4.倫理審査の状況

オープンイノベーションセンタ ー ・センタ ー

長

宮本恵宏・ミヤモトヨシヒロ

該当性の有無 左記で該当がある楊合のみ記入(※l)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・迫伝子解析研究に関する倫理指針 こl ． ロ 仁］

迫伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) ． 口 ． 国立循環器病研究センタ ー 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
口 ． 口 口

(※ 1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる楊合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない楊合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 未受講 D

6.利益相反の管理

当研究機閑における COI の管理に関する規定の策定 有· 無 □ （無の揚合はその理由：

当研究機閑における COR 委員会設囮の有無 有 ■ 無 □ （無の揚合は委託先機閑：

当研究に係る COI についての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ （無の揉合はその理由：

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有 □ 無● （有の揉合はその内容，

） 

） 

） 

） 



厚生労働大臣 殿
令和3年3月10日

機関名 女子栄

所属研究機関長 職 名 学長
l ニ 11111�

氏名香川明に而菌
．

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 厚生労働省科心·研元股補助金 循環器疾患・糖尿f等生活 刃 '”病対策総合研究事

2. 研究課題名 健康診査・保健指尊における検診項目等の必 性、 ⇔当性の検証、 及び地域における 診

実施体制の検討のための研究

3. 研究者名 （所属部局・職名）

（麟・ フリガナ）

4. 倫理審査の状況

女子栄旋大学

津下 一代

該当性の有無

特任教授

． ッシタ カズヨ

左記で該当がある場合のみ記入（※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・辿伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

迎伝子治療等臨床研究に関する指針 D ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) ． 口 ． 女子栄焚大学 口

屈生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審究が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）
(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に閲する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受購状況 1受講■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関における COR の管理に関する規定の策定

当研究機関における COR 委員会設骰の有無

当研究に係る COI についての報告・審査の有無

当研究に係る COI についての指森・管理の有無

（留慈事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有 ■ 無□（無の場合はその理由：

有 ■ 無□（無の場合は委託先機関：

有 ■ 無□（無の場合はその理由：

有□ 無 ■ （有の場合はその内容：

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



令和3年3月4日
厚生労働大臣殿

機関名 自治医科大学
9 コJ'

所属研究機関長 職 名 学長 1/サ炉’ Imrrt:.七31

氏 名 永井 良三 Jc41 印

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究投の調査研究における、倫理審査状況及び禾ll益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

2.研究課題名 健叩診査・保健指における健診項目中の必性 マ当性の 、証及び地域における建修実施体制の1討のための研究

3.研究者名 （所屈部局・職名） 地域医療学センタ ー 地域医療政策部門・教授

（氏名・フリガナ） ＿小池＿創 一

4.倫理審査の状況

該当性の有無

コイケ ソウイチ

左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・迫伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

迫伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 仁］

人を対象とする医学系研究に開する倫理指針(※3) 口 ． 口 口

肛生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． D 仁l
等の実施に閑する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 口 ． 口 D 

(※1) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる楊合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない出合は、 「未稲査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2) 未審査に楊合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する垢合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講● 未受講口

6.利益相反の管理

当研究機開におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOR委員会設位の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOiについての指導·管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有■ 無□（無の垢合はその理由：

有■ 無□（無の楊合は委託先機関：

有• 無□（無の塩合はその理由：

有□ 無■ （有の坦合はその内容

・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



令和3年 2月 12日
厚生労働大臣 殿

機関名 産業医科大学

職 名 学長所属研究機関長

氏 名 尾辻 豊：

次の職員の令和 2 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循瑛器疾患．糖尿病等生活叩恨病対策総合研究事業

2. 研究課題名 「健康診査・保健指導における健診項目等の必要性、 て当性の 証、 及び地域における健

診実施体制の検討のための研究」(19FA1008)

3. 研究者名 （所屈部局・職名）

（兵条・ フリガナ）

4. 倫理審査の状況

両立支援科学 准教授

立石 清一郎 （タテイシ セイイチロウ）

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※ I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※ 2)

ヒトゲノム・追伝子解析研究に関する倫理指針 亡l ． 口 口

追伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に閑する倫理指針(※3) ． 口 ． 産業医科大学 □ 

厚生労働省の所管する実施機閲における動物実験 口 ． 口 口等の実施に関する基本指針
その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称・ ） 口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に開する倫理委員会の審究が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない楊合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に閑する倫理指針」に準拠する楊合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設骰の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

受講 ■ 未受講コ

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 ■ 無口（無の場合は委託先機関：

有 ■ 無 □ （無の楊合はその理由．

有 □ 無 ■ （有の楊合はその内容：

・分担研究者の所属する機1枯1の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



厚 生
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

労 働

2 0 2 1年 3月 3 1日
大 臣

機関名 川崎市立看護短期大学
l: 

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 坂元

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究既の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

l. 研究事業名 厚生労働科研研究毀

2. 研究課題名 循環器疾患．糖尿病等生活習恨病対策総合研究事業

3. 研究者名 （所屈部局・職名）川崎市立看護短期大学 教授

（氏名・フリガナ）荒木田 美香子（アラキダ ミカコ）

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある楊合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・迫伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

迫伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) ． 口 ． 川崎市立看護短期大学 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 亡l 口
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委且会の審査が済んでいる垢合は、 「 審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない楊合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審究に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する楊合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受謂■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設囮の有無 有 ■ 無 □ （無の楊合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ （無の坦合はその理由： ） 

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 ■ 無 □ （有の出合はその内容． ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

2021年 3月 29日

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

大阪市立大学

学長

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の問査研究における、倫理審査状況及び利益相反等

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

2. 研究課題名 康診査・保建指溝における健診項目等の必 性、 ⇔当性の検柾、 及び地域における

健診実施体制の検討のための研究

3. 研究者名 （所属部局・職名）

（氏名・フリガナ）

4. 倫理審査の状況

生活科学研究院・大学院生活科学研究科 教授

由田 克士 （ヨシタ カッシ）

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 舞•‘‘ 審
▼

査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・追伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ ． ロ ロ

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) ． 口 ． 大阪市立大学 口

屈生労働省の所管する実施機関における動物実験 、 ロ ． 口 口等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委頁会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載するごと。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講と 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設四の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

（留意賽項） ．該当する口にチェックを入れること。

有区 無 □（無の場合はその理由：

有口 無 □（無の場合は委託先機関：

有口 無 □（無の場合はその理由：

有 □ 無口（有の場合はその内容：

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



厚生労働大臣 殿
令和3年 3月 3 0日

機関名 疫應義塾大学

所屈研究機関長 職 名 学長

氏 名 長谷山 彰 印

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究典の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

2. 研究課題名 健康診査・保健指導における健診項目等の必要性、妥当性の検証、 及び地域における健

診実施体制の検討のための研究

3. 研究者名 （所属部局・職名） 脱應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授

（氏名・フリガナ） 後藤 励 ゴトウ レイ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※l)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・迫伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

迫伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に閑する倫理指針(※3) □ ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機開における動物実験 口 ． 口 口
等の実施に闊する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 口 ． 口 口

(※l)当該研究者が当該研究を実施するに当だり遵守すべき倫理指針に関する倫理委且会の審査が済んでいる掘合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない垢合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に楊合は、その理由を記載すること。- -
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する楊合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定

当研究機関における COI 委員会設四の有無

当研究に係る COI についての報告・審査の有無

当研究に係る COI についての指追・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有 ■ 無□（無の楊合はその理由：

有 ■ 無□（無の場合は委託先機関・

有 ■ 無□（無の編合はその理由：

有口 無 ■ （有の塩合はその内容：

・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 




